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本事務所通信は事務所の顧客さま、名刺交

換をさせていただいた方、ＦＡＸ番号、メール

アドレスを教え頂いた会社さんへお送りして

おります。不要の方はお手数ですがメール、

ＦＡＸ、電話等でその旨をご連絡下さいます

ようお願い申し上げます。 

就業規則は定期的な見直しが必要です 

たとえ完璧に作られた就業規則であっても、

時間の経過とともに不都合が起きる可能性があ

ります。定期的に、出来れば年に一回は見直し

が必要です。弊事務所では、法的視点、第三者

的視点から御社の就業規則を診断します。 
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賞与の支給要件
今年、アルバイトへの賞与不支給を違法とする

判決がありました。今回は、非正規社員も含めて

賞与の支給要件について考えてみます。 

 賞与支給の性格  

賞与は通常の給与と異なり雇用契約により当然

に支給が義務付けられるものではありません。賞

与は会社の考えで支給を決めるもので、次の3

つ性格が含まれていると言われています。 

①賃金の後払い 

②将来への動機付け 

③成果の配分 

この性格の軽重を基に、会社は支給要件や支給

額の決定をすることになります。 

 賞与の支給要件例と問題点  

次によく用いられている支給要件とその問題点

について説明します。 

（１）在籍要件：支給日に在籍していることを要

件にしているものです。賞与の性格が将来への動

機付け側面が大きいときには合理的な要件といえ

ます。しかしながら裁判所は「公序良俗に違反す

るとまでは言えない」と消極的な肯定判断をして

います。将来的には問題を残した支給要件と言え

ます。 

（２）正社員要件：正社員や正職員には賞与を支

給するが、準社員、パートタイマーやアルバイト

には支給しないとするものです。従来、多くの会

社で長期雇用を前提に中核社員への成長と貢献を

期待して、賞与支給に正社員要件がありました。

ところが、社会には同一労働同一賃金の流れがあ

り、冒頭に示した大阪高等裁判所でのアルバイト

への賞与不支給を違法とする判決がでました。裁

判内容の詳細は紙幅の関係で省略しますが、パー

トタイマーには正社員の約８割を支給していまし

たが、アルバイトには不支給としたことを裁判所

は「不合理」と判じました。雇用形態の違いだけ

で不支給とすることは不合理となる可能性が高い

と言えます。 

（３）出勤率要件：算定期間中の出勤率を例えば

「８０％以上」としているものです。欠勤を減ら

す動機付けの支給要件ですが、出勤率計算に参入

する項目を間違えると、公序良俗に反することに

なります。年次有給休暇、産前産後休業、育児介

護休業、業務上の疾病による欠勤、会社都合の休

業を欠勤扱いすることは問題です。これらの日を

出勤とみなす、または計算式の分母の所定労働日

から控除するような取り扱いが求められます。 

（４）不懲戒要件：算定期間に懲戒処分を受けた

社員には賞与を不支給とする要件です。企業秩序

の維持の動機付けに一見合理的な要件と思われま

す。しかし、この不支給が懲戒処分の一部とみな

されると労働基準法第９１条の制裁の制限違反と

なり、不支給は有効になりません。 

 まとめ  

賞与の性格には様々な要素がありますが、会社

としては社員のより良い働きを期待して支給して

いることでしょう。その賞与が社員とのトラブル

の種になってしまっては、何のための賞与かわか

りません。 

２０２０年４月からはパートタイム・有期雇用

労働法が施行（中小企業への施行は１年後）され、

正社員とパートタイマーや有期雇用労働者との間

で基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、

不合理な差を設けることが禁止されます。この機

会に、賞与の支給要件を含めてパートタイマーや

有期雇用労働者への会社ルールを今一度見直すこ

とをお勧めします。


